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次
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安
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業
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局
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京
都
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路
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規
則
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一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
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公

告

○
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模
小
売
店
舗
立
地
法
に
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づ
く
変
更
の
届
出
（
二

件
）
…
…
…
…
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産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る

旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
氷
川
字
井
戸
入
一
〇
八
〇
番
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
小
留
浦
一
〇
九
四
番
、
一
二
八
三
番

一
、
同
番
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
奥
多
摩
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で

あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

解
除
を
予
定
す
る
保
安
林
の
所
在
場
所

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
日
原
字
檜
尾
一
〇
二
四
番
一
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

解
除
の
理
由

国
立
公
園
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
産
業
労
働
局

農
林
水
産
部
及
び
奥
多
摩
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す

る
予
定
で
あ
る
の
で
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

解
除
を
予
定
す
る
保
安
林
の
所
在
場
所

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
日
原
字
檜
尾
一
〇
二
四
番
一
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

国
立
公
園
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
産
業
労
働
局

農
林
水
産
部
及
び
奥
多
摩
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

八
王
子
市
南
浅
川
町
二
九
三
三
番
一
・
三
二
四
七
番
一
・
三
四

五
八
番
イ
・
三
四
五
九
番
・
三
四
九
六
番
・
三
五
〇
二
番
一
・
三

五
〇
三
番
・
三
五
三
一
番
一
・
三
五
三
二
番
一
（
以
上
九
筆
に
つ

い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
八
王
子
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

規

則
（
公
）

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
５
年
５
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
１
項
第
３
号
中
「
二
輪
の
自
動
車
・
原
動
機
付
自
転
車

通
行
止
め
」
を
「
二
輪
の
自
動
車
・
一
般
原
動
機
付
自
転
車
通
行
止

め
」
に
、
「
「
自
転
車
通
行
止
め
」
を
「
「
特
定
小
型
原
動
機
付
自

転
車
・
自
転
車
通
行
止
め
」
に
、
「
自
転
車
及
び
歩
行
者
等
専
用
」

を
「
普
通
自
転
車
等
及
び
歩
行
者
等
専
用
」
に
改
め
、
同
項
第
４
号

サ
エ
中
「
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
１８年

厚
生
労
働
省
令
第
１９号

）

第
３６条

第
３
号
に
規
定
す
る
精
神
通
院
医
療
に
係
る
自
立
支
援
医
療

費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
号
サ
オ
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

オ
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
１６４号

）
に
基
づ
く

医
療
費
支
給
認
定
（
色
素
性
乾
皮
症
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
受
け
た
者

第
３
条
の
２
第
１
項
第
４
号
ア
及
び
同
条
第
２
項
第
４
号
ア
中

「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
積
卸
し
で
」
を
「
積
卸
し
又
は

身
体
の
障
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
移
動
が
困
難
な
者
の
輸
送
の
た

め
に
」
に
改
め
る
。

第
１０条

第
１
号
ア
ウ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ウ
タ
ン
デ
ム
車
（
２
以
上
の
乗
車
装
置
及
び
ペ
ダ
ル
装
置

が
縦
列
に
設
け
ら
れ
た
二
輪
の
自
転
車
を
い
う
。
）
に
運

転
者
以
外
の
者
１
人
を
乗
車
さ
せ
る
と
き
。

第
１９条

第
１
項
中
「
原
動
機
付
自
転
車
」
を
「
一
般
原
動
機
付
自

転
車
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
の
３
中

「

」 を

「

」 に

改
め
る
。附

則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

道
路
交
通
規
則
別
記
様
式
第
４
の
３
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存

す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
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そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ト
リ
エ
京
王
調
布
Ａ
館

二

店
舗
所
在
地

調
布
市
布
田
四
丁
目
四
番
地
二
十
二

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

紅
村

康

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

都
村

智
史

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

京
王
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
ほ

か
四
十
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

京
王
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
ほ

か
三
十
七
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
神
戸
屋
ほ
か
六
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

大
阪
府
大
阪
市
東
淀
川
区
豊
新
二
丁
目

十
六
番
十
四
号
（
株
式
会
社
神
戸
屋
）

ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

大
阪
府
豊
中
市
新
千
里
西
町
一
丁
目
二

番
二
号
（
株
式
会
社
神
戸
屋
）
ほ
か

十
二

変
更
前
の
小
売
業

福
田

三
千
男
（
株
式
会
社
ア
ダ
ス
ト

者
の
代
表
者
名

リ
ア
）
ほ
か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

木
村

治
（
株
式
会
社
ア
ダ
ス
ト
リ

ア
）
ほ
か

十
四

変
更
日

令
和
五
年
二
月
三
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ト
リ
エ
京
王
調
布
Ｂ
館

二

店
舗
所
在
地

調
布
市
小
島
町
二
丁
目
四
十
八
番
地
六

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

紅
村

康

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

都
村

智
史

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ビ
ッ
ク
カ
メ
ラ

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

木
村

一
義

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

秋
保

徹

十

変
更
日

令
和
四
年
九
月
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
店

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
別
所
二
丁
目
三
十
九
番
地
五

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

四

設
置
者
住
所

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
七
番
五
号

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

六

変
更
前
の
設
置
者
住

所

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二

十
号

七

変
更
後
の
設
置
者
住

所

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
七
番
五
号

八

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二

十
号

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
七
番
五
号

十
一

変
更
日

令
和
四
年
八
月
一
日

十
二

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
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振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ヤ
マ
ハ
銀
座
店

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
七
丁
目
九
番
十
四
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
マ
ハ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
リ
テ

イ
リ
ン
グ

四

設
置
者
住
所

港
区
高
輪
二
丁
目
十
七
番
十
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

押
木

正
人

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

西
村

淳

七

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

渋
谷
フ
ク
ラ
ス

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
二
番
三
号

三

設
置
者
名

渋
谷
フ
ク
ラ
ス
管
理
組
合

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
二
番
三
号

五

変
更
前
の
駐
車
場
の

自
動
車
の
出
入
口
の

数
及
び
位
置

二
箇
所

店
舗
東
側
ほ
か

六

変
更
後
の
駐
車
場
の

自
動
車
の
出
入
口
の

数
及
び
位
置

五
箇
所

店
舗
東
側
ほ
か

七

変
更
日

令
和
五
年
十
一
月
三
十
日

八

届
出
日

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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